
令和２年第１１回 

海老名市農業委員会定例総会議事録 

                 日  時    令和２年１１月２５日

                           １３時３０分～１５時００分

                 会  場    海老名市役所議員全員協議会室
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令和２年第１１回海老名市農業委員会定例総会

 令和２年１１月２５日「令和２年第１１回海老名市農業委員会定例総会」を全員協議会

室に招集した。招集委員は１４名、応召委員は１３名で次のとおりである。 

2番 深澤 伸治     3番 清水 澄雄    4番 松島 淳一    5番 小島 富士男 

 6番 波多野 寛   7番 市川 和美     8番 竹内 章人   9番 新戸 和夫   

10番 守屋 福夫  11番 宮䑓 功    12番 金指 満    13番 二見 務   

14番 大矢 美知子 

 また、出席した農地利用最適化推進委員は６名で次のとおりである。

15番 井上 勝  16番 鈴木 信一  17番 尾上 富夫  18番 小松 佐一 

19番 猪熊 克行 20番 齋藤 孝一

事務局の出席は次のとおりである。

 事務局長 中山 康一、 管理係長 草薙 砂織、主査 加藤 友彦、主事 柴田 康平 

会議事項は次のとおりである。

 日程第１ 議案第53号 農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第２ 議案第54号 引き続き農業を行っている旨の証明について 

日程第３ 議案第55号 農用地利用集積計画（案）について 

審議事項は次のとおりである。

  (１) 農地の一時使用について 

  (２) 農地の一時使用について（報告） 

（３） 農地造成工事施工届出書について 

（４） 農地転用届出による専決処分について 

（５） 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 
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【事務局長】 本日も、１番委員（会長）が欠席でございます。会議の議長は２番委員に

お願いします。それでは、本日の開会に当たりまして、２番委員からご挨拶

をお願いいたします。

２番委員が開会を宣言した。（開会の時間： 午後１時３０分） 

【議  長】 ただいまの出席委員は、１３名でございます。農地利用最適化推進委員６

名が出席していただいております。定足数に達しておりますので、会議は成

立いたしました。 

次に、農業委員会会議規則第１３条第２項により議事録署名委員を指名さ

せていただきますが、ご異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 ご異議なしということでございますので、５番委員、６番委員を指名さ 

せていただきます。 

それでは、議案書３、４ページ、４．報告事項の（１）活動状況につい

て、（２）農地の異動状況について、事務局から説明をお願いいたします。 

【事務局長】  （先月の活動状況、農地の異動状況を報告した） 

【議  長】 報告事項が終了いたしました。 

ただいまの報告につきまして、何かご質問等がありましたらお伺いいたし

ます。ございませんか。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようでしたら、この程度にさせていただきます。  

議案書５ページ、日程第１、議案第５３号 農地法第３条の規定による

許可申請についてを議題といたします。 

 受付番号１７について、事務局から説明をお願いいたします。 

【主  査】  受付番号１７、申請地は、本郷字■■■■■■■■■、台帳地目、

畑、現況地目、畑、■■■平米、同じく■■■■■■、台帳地目、畑、現

況地目、畑、■■■平米、譲受人は、厚木市七沢■■■■■■■、■■■

■、譲渡人は、厚木市松江■■■■■■■、■■■■、権利の種類は、所

有権の移転、目的は、経営規模拡大です。現地の案内図及び写真は、資料

１でございます。 
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【議  長】  ただ今、傍聴人がお見えになりましたので、農業委員会会議規則第１４

条で委員会の会議は公開とすると規定されておりますので、許可をしたい

と思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしということですので、傍聴を許可いたします。傍聴人を入室さ

せてください。 

 暫時休憩といたします。 

          （休 憩） 

【議  長】  再開いたします。 

 事務局長、よろしくお願いいたします。 

【事務局長】  今の担当からの提案説明に続いて、私から、この次にご審議をしてい

ただく受付番号１８までを含めて補足をさせていただきたいと思います。 

 受付番号１７の本郷字■■■■■■■■■と■■■■■■、それから、

受付番号１８の本郷字■■■■■■■■■の各筆は、皆様に、昨年１２月

に、休憩時間を利用してご報告させていただきましたが、転用の許可なく

資材置場として整地して使用していた農地でございました。これは第１種

農地内の違反転用でありますので、神奈川県知事、事務方の県央地域県政

総合センター農政部農地課と協力連携をして是正指導を行った結果、今年

２月には農地への復元が完了したところでございます。こういった状況が

ございますので、受付番号１７の譲渡人、■■■■、それから、受付番号

１８の譲渡人、■■■に関しては、これらの農地を農地のまま売ったり貸

したりすることの農地法上の制約はございません。また、受付番号１７と

１８の譲受人、■■■■でございますけれども、これらの農地を資材置場

として整地し、使用していた株式会社■■■■■■の代表取締役でござい

ますけれども、既に違反転用は是正をされておりますので、委員の皆様に

は、１回意識をリセットしていただき、今回の申請内容が許可相当である

かどうかにつき、ご審議をいただければと思っております。 

 続きまして、議案書におつけした資料２－３でございます。２－３の横

使いの経営農地筆別票ですけれども、これを見ますと、譲受人の■■■■

は厚木市内に住所を有し、伊勢原市内において農地の権利を有していると
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いう形になってございます。このように、ほかの市町村に住所を有し、農

業委員会の区域外に農地等の権利を有している者から申請を受けた場合で

ございますが、神奈川県では、各農業委員会に対し、対応方法を指導して

いますので、その内容についてあらかじめご説明させていただきます。 

 まず、農地法の３条の許可の申請を受ける際には、必要に応じて、今回

の場合でしたら、伊勢原市内に権利を有する農地の所在、地番、地目、面

積を記載した書面の添付を求めるとしております。通常は、各農業委員会

が発行しております耕作証明というものがこの書面に該当するのですけれ

ども、伊勢原市農業委員会では、耕作証明ではございませんで、１枚資料

を戻っていただきたいのですけれども、資料２－２にありますような農地

基本台帳登載証明願、こういったもので対応しておりました。申請者から

提出させた農地基本台帳登載証明願によりまして、■■■■の耕作の事業

に供すべき農地面積の合計といいますのが、農地法第３条第２項第５号で

定める下限面積の３０アールを超えていることは確認ができたのですけれ

ども、その持っている農地の全てが効率的に利用されているかどうかまで

は、出していただいた書類では確認ができなかったということでございま

す。 

 このように全部効率利用要件を確認できない場合、県では、必要に応じ

て申請者が権利を有する農地が所在する他市町村の農業委員会、今回の場

合、伊勢原市に対しまして、全部耕作要件を満たしているか、口頭または

書面で確認を依頼するというふうにしております。今回の場合ですと、伊

勢原市は利用状況を確認して、海老名市に情報提供することとしておりま

す。申請を受けた、海老名市農業委員会は、この回答によりまして、区域

外の農地に係る全部効率利用要件の審査を行うというふうにされておりま

す。 

 この指導に従いまして、海老名市から伊勢原市に口頭、電話で照会を求

めたところ、１枚めくって資料２－３に戻っていただきたいのですが、こ

れが■■■■氏が伊勢原市内において耕作をしている農地１０筆ですよと

いうような資料を提供していただきました。この資料は所有者のところが

目隠しになっているのは、農用地利用集積によりまして■■さんが借りて
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耕作しているという土地でございまして、自分で持っているのは一番上の

■■■平方メートルの１筆という形になっております。 

 地番まで分かったので、先月の半ばでございますけれども、申請書の提

出がございました後、事務局のほうで伊勢原まで車で行って、全筆の現地

調査を行わせていただきました。資料２－３を見ていただくと分かるので

すが、ほとんど田んぼで、刈り取り後だったのですけれども、田んぼにつ

いては刈り取っているんだからちゃんとやっていたんだろうなと、畑につ

いては、耕転して、次のやる準備をしているということで、何をつくって

いるか、ちょっと分からなかったのですけれども、いつでも耕作できるよ

うな状態にはなっておりました。 

 そういった形で、事務局の見たところ、全筆についていずれも農地とし

て適正に維持管理をされておりまして、農地法第３条第２項第１号で定め

る全部効率利用要件というのは満たしているものと確認したということで

ございます。私からの補足は以上でございます。 

【議  長】  提案説明が終わりました。地区委員の意見を伺います。19番委員。 

【19番委員】  この譲受人ですけれども、■■■■さん、この人は、ベトナム人の方

で、話を聞きましたらば、ベトナム戦争のときに日本へ難民として来て、

そのまま定着している人だそうです。こちらへ来てから中央大学を卒業し

たり、結婚したり、いろいろしておりますけれども、日本の国籍を取っ

て、日本人として過ごしておられる、そういう方です。 

 住所は、今ここに書いてありますように七沢の人ですから、本郷の地元

には全然関わりがなく、面識がなかったのですけれども、こういう案件も

ありましたので、１回会いました。 

 それから、さらに詳しいことを聞くために、この３条の申請の代理人を

務めていた不動産会社があるのですが、そこの社長にも会って話を聞きま

した。その結果、伊勢原市に、先ほどの話のように、耕作をしています

と、トラクターを２台持って、稲刈り機も１台新規に買いましたと、保有

してることは、伊勢原市の農業委員会が確認をしていますと、そういう話

でした。そういうことで、現地が耕作されていたということでもあります

から、今回、この土地を買い取ってどうするのかということを話を聞いた
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わけです。 

 今、この七沢に、先ほど事務局の説明にありましたように、■■■■と

いう会社をやっておりまして、その会社は日本の国内で電気製品、冷蔵庫

とか、洗濯機とか、エアコンとか、そういうものを集めて、それを修理し

てベトナムに送って生計を立てている、その仕事のために２０人を超える

人たちをこの■■の地で養っているということで、その人たちの食事とい

うか、ベトナム食をつくるためにベトナムの野菜を今回の本件の土地に栽

培して、それで食べさせてあげるという説明でありました。現地にベトナ

ム人の使用人みたいな人もいて、会ったのですけれども、その人もそうい

う話をしておりました。ハーブであるとか、つるの日本で言えばヘチマみ

たいな、キュウリみたいな、いろいろなそういうたぐいのものですけれど

も、そういうものを栽培したりして、みんなに食べさせるという、そうい

うふうな話をしておりました。 

 したがって、この後、本件を認めた後、どれだけその話のとおりに耕作

を継続するかどうか、その辺は経過観察で見ていくしか仕方がないのかな

と、そういうふうに思います。  

【議  長】  ありがとうございます。それでは、事務局から詳細説明をお願いいた

します。 

【主  査】  ■■■■さんの農家世帯としての状況についてですが、■■さん本人

と、妻の■さんの２名が農業従事者だそうです。経営主は、令和２年の伊

勢原市の台帳では、■■さんご本人になっております。農業への従事状況

に関してですが、■■さんご本人の農業経験年数は１０年、農業従事日数

は１５０日、奥様の■さんの農業経験年数は３年、農業従事日数は６０日

だそうです。また、先ほどお話に出ました従業員のベトナム人の■■■■

■■さんという方も伊勢原市の農地を含めて耕作に深く関わっているとい

うことです。この方は事務局でも以前現地調査を行った際に、現地で実際

にお会いいたしました。また、伊勢原市での農業経営面積については、田

が■■■■■平米、畑が■■■■■平米、合計で■■■■■平米でござい

ます。自作地は、畑の■■■平米のみで、ほかは利用集積による借入地で

ございますが、下限面積である３０アールを超えております。機械は、ト
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ラクター２台、田植機１台、トラック１台を所有しております。また、取

決めに従いまして支障が出ないよう耕作を行う旨、申請書に記載がござい

ますし、機械の面、労働力の面、技術の面を見ても、譲受人として特に問

題ないと思われます。そのほか、許可をすることができない場合が定めら

れている農地法第３条第２項各号に該当する項目はございません。この件

に関しては、特に問題ないと思われます。  

【議  長】  それでは、現地調査班の意見をお伺いいたします。18番委員。 

【18番委員】  昨日、４班５名で実施いたしましたので、報告します。 

 まず、１７番の■■■■■■、資料１の写真１を見ていただきますと、

ヘチマ等栽培した跡が見られております。また、波板等で囲ってありまし

たが、農業用地として使用されていると認められます。写真２のほう、こ

ちらも、今は更地になっていますが、４か所ほど石灰をまいて、これから

野菜を栽培するような予定が見られますので、農地として認められると思

います。 

【議  長】  それでは、受付番号１７について、質疑のある方。 

【11番委員】  １７番と１８番、関連しようかと思いますが、両方含めて、ちょっと

疑問な点についてご質問させていただきたいと思います。 

 まず、申請事由が、譲渡人がそれぞれ■■さんですけれども、それに対

して、従来の形で経営規模拡大となっていますが、これは非常に無理があ

るのではないかというふうに思う点ですね。それはなぜかというのは、本

当に農業者として適格要件を備えているのかなと、地区委員さんも心配さ

れておりますけれども、現実的にこの案件は、本来であれば、転用案件  

として農地法５条のいわゆる違反物件だというふうに私は思っているので

すね。本来であれば、転用すべきですね。 

 恐らく■■さんと■■さんは、何らかの形で仮契約、あるいは仮登記み

たいな形でされて、実際には使用されているのかなというふうに推測する

んです。それと同様に、あたかも耕作者として伊勢原のほうに所有地を自

作地は■■■平米ですね、そのほかが借入地ですけれども、元の所有者は

分かりません。ただ、それ用に形をつくって、今回の申請に及んでいるの

かというふうに、これも推測です。あまりにもちょっと無理が大きいのか
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なというふうに思っているんですね。 

 本来であればきちっとした形で、５条の形で、県の許可を得て転用すべ

きですね。それをあたかも３条でやって、その後どうするのかというこ

と、先ほど地区委員さんが心配されていますけれども、本当に耕作をなさ

れるのかという点について、非常に疑念を持ちますけれども、そういった

形であるとすると、本当の意味で、これがこの書類のとおりだというふう

に認めれば、仮に認めたとすれば、きちっと耕作するという前提を含めて

認めるということになると思いますが、その点を含めて、疑念の部分がな

いのかなという点について、心配をしているということなんですけれど

も、その辺のところはどうなんですか。事務局云々ということではなし

に、本来であれば、それらの幾つかの推測を含めて、実態が内在している

のだというふうに私は思うんですが、その点はどうですか。 

【主  査】  先ほどの11番委員のお話なのですけれども、確かに今までの経過もご

ざいますし、本当に農地として耕作していくのかといったところの疑念が

出るのは当然だと思うのですけれども、今回の申請については、書類的に

は整ってしまっており、かつ、農地として耕作をしていますという形で申

請が提出されておりまして、実際に現地を見ても、農地として見れる状態

である以上、この先どうなんだというところを基に、事務局として申請を

例えば受け付けない、そういったものはなかなか厳しい状況ではありま

す。ですが、事務局としましても、この先、例えばここでもし了承を得ら

れて許可となった後も、都度、現場近くを通ったときには確認して、管理

状況を目で見て注意深く観察はしていこうとは思っておるところです。 

【事務局長】  私のほうからも補足をさせていただきます。 

 おおむね、趣旨は担当が答えたとおりなのですけれども、ご質問が何点

かあったので、私のほうから１つずつ答えさせていただきます。 

 まず、経営規模拡大がどうなのだろうというご心配なのですけれども、

伊勢原で何筆か農用地利用集積をしていて、そのときの議事録が伊勢原の

ホームページに載っていまして、実際、今までどこでやっていたのという

ような話のところで、小田原でやっていたと、梅もやっていたりしている

らしいのですけれども、それ以外もいろいろやっていて、そこが少し足ら
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なくなったので、伊勢原につてがあるので、農地を借りたいというよう

な、おおむね、そういう趣旨の説明があったようです。これも推定ですけ

れども、伊勢原でやっているのは畑で、恐らく畑の部分はベトナム野菜な

のかなと、寒くなってくるとできなくなってしまうのでということも言っ

ていたので、つるものはできなくなってしまう。本郷の現地でお会いした

方は、これからレモングラスなんかをやるみたいな話もしていましたけれ

ども、もう少しやって、ベトナム籍の方に提供したいという、そういう思

いはあるようです。ですから、小田原でやっていて、伊勢原でやってい

て、なお足らなくなって海老名でという、順番としてはそういう順番と推

定していいのかなというのが１点目でございます。 

 それと、そもそもは転用案件という話なのですけれども、私のほうで先

ほど細かく説明しなかったというのもあるのですが、該当地を資材置場と

して使っていたという部分は、１種農地なので転用できないというのがあ

りますので、それで県と一緒に強く指導に入らせていただいたといういき

さつがあるので、転用では難しい、農地として使っていただくしかないと

いう案件なので、復元をして、今のような形になっているというところで

ございます。 

 それと、３つ目は仮登記の話がありましたが、それはご推察のとおり

で、それぞれ、受付番号１７については■■■■さん、それから、１８番

については■■■さんの仮登記から■■さんのほうに行く、これは予定で

すけれども、仮登記がついております。ただ、仮登記は私人同士の約束が

ありますよというだけで、ご承知のとおり、農地法の許可がないと法的に

有効な契約にはなりませんので、ここでそれをしばらく農業をやるのだと

いう形で話をつけて、共同申請ですので、■■さんと■■さんが共同申請

をされたのではないかというふうに、要するに仮登記がついていても何も

動かないということがありますので、そのような動きをされたのかなとい

うことでございます。 

 最後に、疑念についてはいろいろとあるのですけれども、それの１つの

答えとしては、違反指導したときに県のほうからこんな話があったのです

ね。■■■■■■はいろいろな許可を国や県からもらってやっているので



10

すけれども、例えば廃棄物となった機械なんかを修理して販売するとか、

廃棄物の収集とか運搬とか、そういう行為には許可が必要になってくるの

ですけれども、そのもろもろの許可は、他法令に違反があると召し上げら

れてしまうんですね。だから、この違反状態を続けていると、新たな商売

に必要な許可にも影響が出ますよというような話を県のほうから厳しくし

ていただいて、分かりましたと、すぐ計画を立てて是正しますという、そ

ういう話がありました。ですので、今後、農地法に触れるような動きをし

た場合に、自分の許可に影響が出ますよという話になるのは、本人といい

ますか、当事者としても避けたいというところだと思いますので、そこは

県のほうからそう言って、計画書を出して、すぐやったという、今年の実

績もありますので、やっぱりしばらくは様子を見るということで、とりあ

えずはよろしいのかなというふうには考えております。 

【11番委員】  説明はよく分かりました。しかし、我々は注意しなくちゃいけないな

と思いますことは、特に転用されて、そういうふうな形で資材置場、外国

籍の人たちがという利用では、後々、いろいろな問題が発生してきますよ

ね。そういうことが後で起こったのでは困るということに対して、農業委

員会としても、今回の案件は、海老名市の農業委員会並びに伊勢原市の農

業委員会を含めて、ある意味、欺かれたのかなというふうに思わなくはな

い、そんなふうに思います。だから、今後注意していただきたいというふ

うなこと。 

 それから、こういうふうな形であって、元の所有者が、先ほどのように

仮登記や何かをされて、実際には売買されているという状況があると思い

ますが、そういうことを含めてやっておかれて、また無断転用された状況

であって、この元の所有者に何らかのペナルティーが科されるべきじゃな

いかなというふうに思うんですが、その辺についていかがですか。 

【事務局長】  違反転用して、そのまま是正されないという場合は、この■■さんだ

けではなくて、要するに登記簿上の所有者で、対抗力を持った所有権を持

っている人も当然対象になりますよという話は違反指導の中でもしており

ますので。私が直接話をしたのは■■■さんです。それから、■■■■さ

んとは、■■■さんの状況を聞くのでお話しした後、何日かしてから奥様
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が窓口に来られて、すぐ元に戻しますからというような話はしていますの

で、それを整理しますと、■■■さんは、このままとぼけ続けても自分に

も降りかかってくるよということは十分承知していると思いますし、思っ

たから是正に協力したということだと思いますので、そこら辺は、現時点

では特段ペナルティーは無理なのですけれども、今後、こういうことがあ

ったら、順番的にはもちろん■■さんという形になるでしょうけれども、

まずは近隣の農家さんがちゃんと使ってくれというふうに、■■■さんも

すぐ下で農業をやっていますので、何か迷惑がかかったりとかしたら、当

然それは今度は売主ではなくて、逆の立場でいろいろ注文をつけていかざ

るを得なくなってくるかなというふうには考えているんですけれども。 

【11番委員】  １つお聞きしたいのですけれども、このまま経営規模拡大で農地とし

て耕作されるといった場合に、よく３年３作と言いますけれども、３年た

てば転用のまた次の許可申請が出せるという状況にはなるということです

かね。 

【事務局長】  転用は、この各筆１枚ずつでは無理です。１種農地なので。所有者が

今回替わって農地として使うだけですので、このままで転用するというこ

とはできないです。ただ、資料１を見ていただきますと、スクラップを扱

っている■■■■という会社があります。この■■■■の使っている３枚

は、実は■■■■さんが持っているんですね。これは宅地として持ってい

るという形なので、農地ではございません。■■■■が規模拡張するよと

いう話になったら、３年３作した後であれば、転用は検討できます。転用

は立地基準とか、面積だけではなくて、何に使うかとか、いろいろな条件

があるのですけれども、１種農地だから各筆ごとだったら転用はできな

い、だけれども、■■■■の拡大という話になってくると、内容によって

は、３年３作を経た後で転用できる可能性があります。 

【議  長】  ほかに質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号１７について、採
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決をさせていただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、許可相当とさせていただきます。 

 続きまして、受付番号１８について、事務局から提案説明をお願いいた

します。 

【主  査】  受付番号１８、申請地は、本郷字■■■■■■■■■、台帳地目、

畑、現況地目、畑、■■■平米、譲受人は、厚木市七沢■■■■■■■、

■■■■、譲渡人は、本郷■■■■■■、■■■、権利の種類は、所有権

の移転、目的は、経営規模拡大です。現地の案内図、写真は、資料２－１

でございます。  

【議  長】  地区委員の意見を伺います。19番委員。 

【19番委員】  この土地も先ほどの話と同じでございまして、諸要件を一応満たして

いると思われますので、経過観察でやっていくことになろうかというふう

に思っています。 

【議  長】  それでは、事務局から詳細説明をお願いいたします。 

【主  査】  詳細説明なのですが、譲受人の■■さんの農業経営状況につきまして

は、先ほどの受付番号１７で説明させていただいたとおりでございます。

特に問題ないと思われます。 

【議  長】  それでは、現地調査班の意見をお伺いいたします。18番委員。 

【18番委員】  資料２－１をご覧になってください。家庭菜園のようになっておりま

して、ブロックがありますけれども、これは敷地との境ですので、農地と

して認めることができると思います。 

【議  長】  それでは、受付番号１８について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号１８について、採

決をさせていただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 
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          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認とさせていただきます。 

 続きまして、受付番号１９について、事務局から提案説明をお願いいた

します。 

【主  事】  受付番号１９ですが、申請地は、大谷字■■■■■■■■、台帳地

目、田、現況地目、田、■■■平米、議案書のとおりでございます。譲受

人は、上郷■■■■■■■、■■■■、譲渡人は、大谷北■■■■■■■

■、■■■■■、権利の種類は、所有権の移転、目的は、経営規模拡大で

す。現地の案内図及び写真につきましては、資料３をご覧ください。 

【議  長】  地区委員の意見につきまして私から発言をさせていただきます。 

 ■■■■さんは、お父さん、お母さん、そして、■■さんと３人で農業

経営を営んでおります。若くて、これから希望が持てるということで、何

ら問題はないかと思います。 

 それでは、事務局から詳細説明をお願いいたします。 

【主  事】  今回の申請ですが、資料３のとおり、申請地の東側に永池川がありま

すが、この永池川の河川改修に伴う■■さんの残地を隣接耕作者の■■さ

んが取得するという申請になります。■■さんの農家世帯の状況ですが、

今、２番委員から説明がありましたが、現在、３人が農業従事者となって

おります。経営主は、令和２年の農家台帳では、父の■■さんになってお

ります。農業への従事状況に関してですが、■■さんの農業経験年数は１

２年、従事日数は２００日、父の■■さんの経験年数は４５年、日数は２

００日、母の■■さんの経験年数は２３年、日数は２００日となっており

ます。■■さんの世帯の現在の農業経営面積ですが、自作地の田んぼが■

■■■■■■平米、畑が■■■■■■■■平米で、合計、■■■■■■■

■■■平米で、下限面積である３０アールを超えております。また、借入

地につきましては、畑が■■■■■■■■平米あります。機械につきまし

ては、トラクター１台、耕運機１台、田植機１台、コンバイン１台を所有

しております。また、地域集落の取決めに従い支障のないよう耕作を行う

旨、申請書に記載がございます。機械の面、労働力の面、技術の面のどれ

から見ても、譲受人として問題ないと思われます。そのほか、許可をする
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ことができない場合が定められている農地法第３条第２項各号に該当する

項目もございません。この案件に関しては問題ないと思われます。 

【議  長】  それでは、現地調査班の意見をお伺いいたします。18番委員。 

【18番委員】  現状、水田として利用されております。また、■■■平米、これを規

模拡大しても、周りの水利等に特に支障がないと思われます。 

【議  長】  それでは、受付番号１９について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号１９について、採

決をさせていただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認とさせていただきます。 

 続きまして、受付番号２０について、事務局から提案説明をお願いいた

します。 

【主  事】  受付番号２０、申請地は、上郷字■■■■■■、台帳地目、田、現況

地目、田、■■■平米、議案書のとおりでございます。譲受人は、河原口

■■■■■■■■、■■■■、譲渡人は、同じく河原口■■■■■■■

■、■■■■、権利の種類は、所有権の移転、目的は、世帯内贈与になり

ます。現地の案内図及び写真につきましては、資料４にございます。 

【議  長】  それでは、地区委員の意見を伺います。４番委員。 

【４番委員】  譲受人の■■■■さんは、■■■■さんの実の娘さんで、同居されて

いまして、一家でよく田んぼのほうを管理されているという状態なので、

問題ないと思います。 

【議  長】  事務局から詳細説明をお願いいたします。 

【主  事】  ■■さんの農家世帯の状況ですが、現在、３人が農業従事者になりま

す。経営主は、令和２年の農家台帳では、■■さんになっております。農

業への従事状況に関してですが、■■さんの農業経験年数は４０年、農業

従事日数は７０日、妻の■■■さんの経験年数は３５年、日数は１２０
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日、子の■■さんの経験年数は５年で、日数は５０日となっております。

■■さん世帯の現在の農業経営面積ですが、自作地の田が■■■■■平

米、畑が■■■■■平米で、合計、■■■■■平米あります。これによ

り、下限面積である３０アールを超えていることが確認できます。また、

借入地ですが、田んぼが■■■平米ございます。機械につきましては、ト

ラクター１台、耕運機１台、田植機１台、軽トラック１台を所有しており

ます。また、地域集落の取決めに従って支障の出ないよう耕作を行う旨、

申請書に記載がございます。機械の面、労働力の面、技術の面のどれから

見ても、譲受人として問題ないと思われます。そのほか、許可をすること

ができない場合が定められている農地法第３条第２項各号に該当する項目

もございません。この案件につきまして問題ないと思われます。 

【議  長】  それでは、現地調査班の意見をお伺いいたします。18番委員。 

【18番委員】  資料４、写真１のとおり、適切に水田として管理されております。特

に問題ありません。 

【議  長】  それでは、受付番号２０について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号２０について、採

決をさせていただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書６ページから７ページ、日程第２、議案第５４号 引き続

き農業を行っている旨の証明についてを議題といたします。 

 受付番号３５について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  この証明は、農地の相続税納税猶予制度を受けている方が、３年ごと

に引き続きこの特例を受けたい旨の継続届出書を税務署へ提出する際に必

要なものでございます。過去３年間において相続税の納税猶予を受けてい

る農地をちゃんと農地として管理してきたかということを農業委員会が証
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明するものでございます。 

 では、議案書の６ページをご覧ください。受付番号３５につきまして、

被相続人は、社家■■■■■■、■■■■、相続人は、同じく社家■■■

■■■、■■■■、引き続き農業を行っている期間は、平成２９年１１月

２８日から令和２年１１月２５日まででございます。特例農地等の明細で

すが、社家字■■■■■■、現況地目、田、台帳地目、田、農業振興地域

内、■■■平米、ほか■■筆、議案書のとおりで、合計、■■■■■■■

■平米でございます。これらの農地につきまして、１１月１１日に事務局

で現地調査をいたしましたが、全て農地として適正に管理されておりまし

たので、特に問題ないと思われます。 

【議  長】  それでは、受付番号３５について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号３５について、採

決をさせていただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認とさせていただきます。 

 続きまして、議案書７ページ、受付番号３６について、事務局から提案

説明をお願いいたします。 

【主  事】  受付番号３６、被相続人は、杉久保■■■■■■、■■■■、相続人

は、杉久保北■■■■■■■■、■■■■、引き続き農業を行っている期

間は、平成２９年１１月２８日から令和２年１１月２５日までになりま

す。特例農地等の明細ですが、杉久保字■■■■■■、現況地目、田、台

帳地目、田、農業振興地域内、■■■平米、ほか■筆、議案書のとおり

で、合計、■■■■■平米になります。これらにつきましても、事務局で

１１月１１日に現地調査をいたしましたが、全て農地として適正に管理さ

れていることを確認いたしました。よって、特に問題ないと思われます。 

【議  長】  それでは、受付番号３６について、質疑のある方。 
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         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号３６について、採

決をさせていただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書８ページから１３ページ、日程第３、議案第５５号 農用

地利用集積計画（案）について「貸し借り」を議題といたします。 

 ８ページの受付番号３４から１０ページの受付番号４３までについて、

継続の計画案でございますので、一括して事務局から提案説明をお願いい

たします。 

【主  事】  農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸し借りについて当事者より

申出がありましたので、農用地利用集積計画（案）を上程します。この審

議を経て、海老名市に対し計画案を送付して、農用地利用集積計画を定め

るよう要請いたします。海老名市は、それに基づいて、農用地利用集積計

画を作成し、その公告があったときに権利の設定の効果が生じます。海老

名市では、貸し借りの期間につきまして、便宜上、全ての終期を１２月末

とさせていただいております。この期限が迫っている旨のお知らせを１０

月に送付しておりまして、既に貸し借りを行っている方が早めに継続の手

続を行うことが多いため、１月１日から権利設定を行うために、１１月及

び１２月の新規案件が毎年多くなっているところでございます。先ほども

深澤委員のほうから説明がありましたが、継続の案件が多いということ

で、提案説明は議案書のとおりと省略させていただく部分がありますの

で、ご了承ください。 

 それでは、受付番号３４、借り手は、中新田■■■■■■■■■、■■

■■、貸し手は、中新田■■■■■■■■、■■■、貸し借りする農地

は、中新田■■■■■■■、現況地目、田、■■■■■平米、ほか■筆で

す。こちらの貸し借りの種類は、使用貸借権の設定、利用目的は、水田、
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貸し借りの期間は、令和３年１月１日から令和５年１２月３１日までの３

年間です。農業振興地域内、ほか、受付番号３５から４３まで９件、これ

はいずれも継続案件で、内容は議案書のとおりになります。これらの案件

につきまして、１１月１１日に事務局で全て現地調査をいたしましたが、

現地は全て農地として管理されておりました。また、借り手も全て農家

で、農用地利用集積計画の法定要件が定めている農業経営基盤強化促進法

第１８条第３項の各要件を満たしており、特に問題ないと思われます。 

【議  長】  それでは、受付番号３４から受付番号４３までについて、質疑のある

方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号３４から受付番号

４３までについて、一括して採決をさせていただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認とさせていただきます。 

 続きまして、議案書１０ページ、受付番４４ですが、５番委員が関係人

として、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与の制限に該当しま

すので、受付番号４４の審議終了まで退席をしていただきます。 

       （５番委員退席） 

【議  長】  暫時休憩といたします。 

          （休 憩） 

【議  長】  それでは、議事を再開いたします。 

 受付番号４４について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  受付番号４４、借り手は、杉久保北■■■■■■■、株式会社■■■

■■■■■、代表取締役■■■■、貸し手は、大谷南■■■■■■■■

■、■■■■■、貸し借りする農地は、大谷南■■■■■■■■■、現況

地目、畑、■■■平米です。貸し借りの種類は、使用貸借権の設定、利用

目的は、普通畑、貸し借りの期間は、令和３年１月１日から令和５年１２
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月３１日までの３年間になります。こちらも継続案件になります。この案

件につきましても、１１月１１日に事務局で現地調査をいたしましたが、

現地は農地として適正に管理されておりました。また、借り手も農家で、

農用地利用集積計画の法定要件が定められている農業経営基盤強化促進法

第１８条第３項の各要件を満たしているため、この案件につきましても特

に問題ないと思われます。 

【議  長】  それでは、受付番号４４について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号４４について、採

決をさせていただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認とさせていただきます。 

 暫時休憩といたします。 

          （休 憩） 

【議  長】  それでは、議事を再開いたします。 

 続きまして、１０ページの受付番号４５から１２ページの受付番号５１

までについて、継続の計画案でございますので、一括して事務局から提案

説明をお願いいたします。 

【主  事】  受付番号４５、借り手は、中河内■■■■■■、■■■■、貸し手

は、大谷南■■■■■■■■■、■■■■、貸し借りする農地は、社家字

■■■■■■、現況地目、田、■■■平米、ほか■筆です。貸し借りの種

類は、賃借権の設定、利用目的は、水田、貸し借りの期間は、令和３年１

月１日から令和５年１２月３１日までの３年間になります。このほか、受

付番号４６から５１までの６件もいずれも継続案件で、内容は議案書のと

おりとなります。これらの案件につきまして、１１月１１日に事務局で現

地を確認いたしましたが、現地は農地として適正に管理されておりまし

た。また、借り手も農家で、農用地集積計画の法定要件が定めている農業
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経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、特に問題な

いと思われます。 

【議  長】  それでは、受付番号４５から受付番号５１までについて、質疑のある

方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号４５から受付番号

５１までについて、一括して採決をさせていただきたいと思います。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認とさせていただきます。 

 続きまして、１０ページ、受付番号５２について、新規の計画案であり

ます。事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  受付番号５２、借り手は、上郷■■■■■■■、■■■■、貸し手

は、上今泉■■■■■■■■■、■■■、貸し借りする農地は、上今泉字

■■■■■■■■■、現況地目、田、■■■平米、ほか■筆になります。

貸し借りの種類は、使用貸借権の設定、利用目的は、水田、貸し借りの期

間は、令和２年１２月１日から令和３年１２月３１日までの１年間になり

ます。こちら、農業振興地域内の新規案件となります。この案件につきま

して、１１月１１日に事務局で現地を確認いたしましたが、現地は農地と

して適正に管理されておりました。また、借り手は農家で、農用地利用集

積計画の法定要件が定めている農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の

各要件を満たしているため、特に問題ないと思われます。 

【議  長】  それでは、受付番号５２について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号５２について、採

決をさせていただきます。 
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 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認とさせていただきます。 

 続きまして、１２ページ、受付番号５３から１３ページ、受付番号５６

までについて、継続計画案でございますので、一括して事務局から提案説

明をお願いいたします。 

【主  事】  受付番号５３、借り手は、門沢橋■■■■■■■■、■■■■、貸し

手は、東京都大田区西六郷■■■■■■■■、■■■■■、貸し借りする

農地は、中河内字■■■■■■■、現況地目、畑、■■■平米、ほか■筆

でございます。貸し借りの種類は、賃借権の設定、利用目的は、施設園

芸、貸し借りの期間は、令和３年１月１日から令和５年１２月３１日まで

の３年間になります。このほか、受付番号５４から５６までの３件につき

まして、いずれも継続案件になります。内容は議案書のとおりになりま

す。これらの案件につきまして、１１月１１日に事務局で現地を確認いた

しましたが、現地は全て農地として管理されておりました。また、借り手

はいずれも農家で、農用地利用集積の法定要件が定めている農業経営基盤

強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、特に問題ないと思わ

れます。 

【議  長】  それでは、受付番号５３から受付番号５６までについて、質疑のある

方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号５３から受付番号

５６までについて、一括して採決をさせていただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書１４ページ、６．そのほか、法に基づく許認可等の審議に

よらない案件の（１）農地の一時使用についてを案件といたします。 
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 受付番号５について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  査】  受付番号５、申請地は、本郷字■■■■■■■■、現況地目、畑、台

帳地目、畑、■■■■■平米のうち■■■平米です。所有者は、本郷■■

■■■■、■■■■、使用者は、柏ヶ谷■■■■■、株式会社■■■■、

代表取締役■■■■、事業主は、勝瀬１７５番地の１、海老名市長内野

優、工事名は、公共下水道３９分区枝線工事（その２）、目的は、工事に

伴う発生土及び砕石類の仮置場になります。使用期間は、令和２年１２月

１日から令和３年３月３１日までです。資料につきましては、先ほどの５

－１に案内図と現地の写真、資料５－２に土地利用計画図をお配りしてお

ります。 

【議  長】  地区委員の意見を伺います。13番委員。 

【13番委員】  これは１０月の上旬だと思いますけれども、県央さんのほうから下水

道工事の残土置場等に使用したいということで、現況、申請者とともに説

明を受けました。写真のとおり、今、現況、きれいになっており、手前の

ほうにシート張り、西側に排水の用水溝があるので、そちらには土砂等が

落ちないよう、フェンス等で囲ってくれということで、お話をいたしまし

た。 

【議  長】  それでは、受付番号５について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、受付番号５については、承認とさせていただきた

いと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、受付番号５については、承認とさせていただきま

す。 

 続きまして、受付番号６について、事務局から提案説明をお願いいたし

ます。 

【主  査】  受付番号６、申請地は、今里字■■■■■■■、現況地目、田、台帳

地目、田、■■■平米、同じく■■■■、現況地目、田、台帳地目、田、

■■■■■平米です。所有者は、杉久保北■■■■■■■■■、■■■、

使用者は、河原口■■■■■■■■、■■■■株式会社、代表取締役■■
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■■、事業主は、綾瀬市寺尾本町一丁目１１番３号、神奈川県厚木土木事

務所東部センター、所長笠間順、工事名は、令和２年度河川改修工事 公

共（その１）及び県単（その６）合併、目的は、工事に伴う仮通路及び土

砂仮置場になります。使用期間は、令和２年１１月２５日から令和３年３

月２４日までです。資料につきましては、資料６－１に案内図と現地の写

真、資料６－２に土地利用計画図をお配りしております。 

【議  長】  それでは、地区委員の意見を伺います。10番委員。 

【10番委員】  この場所は、永池の河川改修に伴って、一時的に使用したいというこ

とです。使用に当たっては、今現在、この土地はきれいに田んぼとして管

理されております。使用に当たっては、土木シートを敷いた後、鉄板とい

うことで、使用する田にも、周りにも迷惑、害がかからないようにすると

いうことで、工事責任者のほうからは、分かりましたということで、承諾

を得ています。問題はないと思います。 

【議  長】  それでは、受付番号６について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、受付番号６については、承認とさせていただきた

いと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしということですので、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書１５ページから１７ページ、（２）農地の一時使用につい

て（報告）を案件といたします。 

 受付番号７について、事務局から説明をお願いいたします。 

【管理係長】  県や市が実施する公共工事に伴う資材置場や工事ヤードのための農地

の一時使用につきましては、所有者、使用者、事業者の３者から連名で申

請をしてもらうことにより、農地転用許可不要案件として処理しておりま

す。農業委員会では、農地を使用することがやむを得ないものであるかど

うか、周辺の農地の営農条件に支障を生じるおそれがないかなどを確認い

たします。原則としては、農業委員会での確認後から現地を使用していた

だくようにしておりますが、本件については、既に資材の仮置場として使

用しておりますので、報告とさせていただきます。 
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 受付番号７、申請地は、本郷字■■■■■■■■■、現況地目、田、台

帳地目、田、■■■平米、ほか■■筆です。土地所有者は、本郷■■■■

■、■■■■、土地の使用者は、下今泉■■■■■■■■■、■■■■株

式会社、代表取締役■■■■、事業主は、勝瀬１７５番地の１、海老名市

長内野優でございます。工事名は、本郷地区農地耕作条件改善事業整備工

事（第１・３工区）でございます。目的は、暗渠排水管の埋設工事に伴う

作業用通路及び作業スペースとして使用したいとのことです。使用期間

は、令和２年１１月２０日から令和３年２月２４日までです。この農地で

の一時使用については、申請期間と工期の関係から、本総会での確認後で

は工事の進捗に影響が出るため、会長及び地区担当委員に事前にご確認い

ただいた上で、問題ないものと判断し、専決処分で受理したことを報告い

たします。 

 資料７－１、こちらが第１工区、資料７－２が第３工区でございまし

て、それぞれ現地の案内図の写真が、資料７－３に土地利用計画図を配付

しております。こちらのほう、ご覧いただきたいと思います。 

【議  長】  地区委員の意見を伺います。19番委員。 

【19番委員】  本件は山道でございまして、暗渠排水を必要な状況になっています。

かなり水田がぬかるんで困っている状態にありまして、それと、この資料

７の案内図のところの、本件土地の左側の道路みたいになっているんです

が、これが道路としてきちんしておりませんので、それも併せて整備する

ということで、必要なものだと思います。 

【議  長】  それでは、受付番号７について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、受付番号７については、承認とさせていただきた

いと思いますが、ご異議ございますでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしということですので、受付番号７については、承認とさせて

いただきます。 

 次に、議案書１８ページ、（３）農地造成工事施工届出書についてを案

件といたします。 
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 受付番号５について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【管理係長】  農地造成は、農地の切土、盛土等によって農地等の形質を変更するこ

とを言いますが、海老名市では、軽易な農地造成を行う場合には、海老名

市農地造成工事指導要綱に規定する届出を出していただくこととしていま

す。具体的には、1,000平米以下で、高さ１メートル以下の盛土、切土で

あって、耕作の中断期間が３か月以下のものについてがこの手続の対象で

す。 

 受付番号５、申請地は、本郷字■■■■■■■、現況地目、田、台帳地

目、田、■■■■■平米のうち■■■平米、農業振興地域内の田です。土

地所有者は、大谷北■■■■■■■、■■■■、施工業者は、河原口■■

■■■■■、■■■■株式会社、代表取締役■■■■です。申請地を畑と

して利用するための田から畑への盛土の届出です。盛土は、永池川の改修

工事による土を使います。申請地の地図は、資料８－１、資料８－２には

造成計画図をお配りしております。 

 資料８－２をご覧ください。平面図です。上が北、下が南でございま

す。南の道路側から出入りをし、及び土の搬入を行います。右側半分、上

のところに、Ａ－Ａ’断面図というのがあります。こちらが南側道路、北

の従来の田面は３０度ののり面で処理をいたします。近隣農地に関する部

分ですが、資料８－２の右側の下半分のＢ－Ｂ’断面図というところにあ

るように、畦畔の内側に６０センチの鋼板土留めを行い、処理するという

計画です。盛土は、現況の田の地盤から高さ５０センチの予定ですが、民

地の同意も得ており、問題ないと思われます。６０センチの土留めという

ことなのですが、計画書のほうには７５センチ鋼板というふうに書いてあ

りますので、土の処理は漏れないように処理をするものと思われます。 

 そのほか、先に申し上げておきますと、排水のことなんかに関してちょ

っとご心配があるかなと、田んぼの真ん中に畑ということなのですけれど

も、一応田の状態のときから、北側から水路で西へとつながる水路がある

ということと、今回は特段の水路についての処理はないのですけれども、

盛土の量などから造成工事がこの面積のうちの半分なのですが、将来的に

はこちら、盛土の永池川からの量がこれだけ使うということで、半分しか
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畑にはできないのですが、将来的には畑にする方向なのかなというような

ことをこちらのほうでは思っております。水路の面ですが、近隣の農地の

方からも承諾を得ているということと、流れるんじゃないかなというよう

なお話を伺っているような状態でございます。 

【議  長】  地区委員の意見を伺います。13番委員。 

【13番委員】  今、係長がおっしゃったことが大体なんですが、１１月４日のとき、

申請者の■■さんとともに、現地確認及び説明を受けました。ここの場所

は水はけが悪く、今年度の稲作は作付をしなかったそうです。そのような

ことで、農地造成ということを計画したということでした。今後は、今、

専業であるニラをそこに作付けたいということです。 

【議  長】  それでは、現地調査班の18番委員の意見をお願いいたします。 

【18番委員】  同じく昨日、現地調査をしてまいりました。現場は、稲等をつくっ

て、正式に水田として利用されております。状況を見ますと、北側の水田

の排水がいまいちどうなるかということを考えられるのですが、自分の土

地を、これから砕石、土砂等が手に入れば、全体を埋めてしまうというこ

とですので、特に排水、それから、上水の件には問題ないと思います。 

【議  長】  それでは、受付番号５について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長理】  ないようですので、受付番号５については、了承とさせていただき

たいと思いますが、ご異議ございますでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、受付番号５については、了承といたします。 

 次に、議案書１９ページから２０ページ、（４）農地転用届出による専

決処分についてを案件といたします。 

 １９ページ、農地法第４条の受付番号１４、２０ページ、農地法第５条

の受付番号５９から６１の３件、併せて４件について、事務局から一括し

て説明をお願いいたします。 

【管理係長】  農地を転用する場合、転用目的で権利を設定、移転する場合には、原

則として県知事の許可を受けなければならない旨、規定されていますが、

市街化区域内の農地をあらかじめ農業委員会に届け出て転用する場合に
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は、許可を要しないこととなっています。それを定めているのが、農地法

第４条第１項第８号と農地法第５条第１項第７号です。 

 議案書１９ページを御覧ください。農地法第４条第１項第８号の規定に

よる届出です。届出期間につきましては、令和２年１０月１日から令和２

年１０月３１日までの間に届出がされたものです。受付番号１４の１件

で、畑、０平米、田、３０６平米、合計、３０６平米です。 

 続きまして、議案書２０ページをご覧ください。農地法第５条第１項第

７号の規定による届出です。届出期間につきましては、令和２年１０月１

日から１０月３１日までの間に届出がされたものです。受付番号５９から

６１までの３件で、田、７２０平米、畑、1,499平米、合計、2,219平米で

す。これらにつきまして専決処分で受理したことを一括して報告いたしま

す。 

【議  長】  それでは、農地法第４条の受付番号１４、農地法第５条の受付番号５

９から６１についてを一括して質疑をお受けいたします。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、農地法第４条の受付番号１４、農地法第５条の受

付番号５９から６１については、一括して了承とさせていただきたいと思

いますが、ご異議ございませんでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしということでございますので、一括して承認とさせていただ

きます。 

 次に、議案書２１ページ、（５）農地法第３条の３第１項の規定による

届出についてを案件といたします。 

 受付番号１６について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【管理係長】  相続など農地法の許可を要しない農地の権利取得につきまして、権利

を取得した者は、農業委員会にその旨、届け出なければならないこととな

っております。農業委員会としましては、耕作者のあっせん希望があった

場合のみ、現地調査をいたします。 

 では、議案書の２１ページをご覧ください。 

 受付番号１６、こちらは、本郷の■■■■■さんの死亡による相続で



28

す。権利を取得した者は、本郷■■■■■■■■、■■■■、権利を取得

した日は、令和１年９月７日、権利を取得した事由は、相続、取得した権

利は、所有権、農業委員会によるあっせん等の希望は、なしです。届出に

係わる土地の所在ですが、本郷字■■■■■■■■、現況地目、畑、台帳

地目、畑、■■■平米、ほか■筆、合計、■■■■■平米、議案書のとお

りでございます。 

【議  長】  それでは、受付番号１６について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、受付番号１６については、承認とさせていただき

たいと思いますが、ご異議ございますでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしですので、受付番号１６については、承認とさせていただき

ます。 

 次に、７．その他について、委員の皆様から何かございますでしょう

か。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  事務局から。 

【主  査】  １点だけ、報告なのですけれども、９月の総会の案件の中で、農地造

成で■■■■さんの農地造成があったかと思うのですが、そのときに、面

積、■■■■■平米のうち■■■■■平米を田から畑、実際は田んぼの一

部、実際、畑にはなっているところを、その畑を拡張する形で、畑があっ

た北側と東側、囲うように畑にしますといったことで審議いただいて、了

承を得て、指示書をご本人に渡しているところなのですけれども、先日、

完了報告書が出たのですが、土が足りなくなって、北側はやったのです

が、東側だけやらなかったということで、面積が■■■■■平米だったの

ですが、■■■平米に変更しますと、面積も減っているので、そのまま変

更の図面は提出をしていただいて、そのまま受け付けたということで、報

告をさせていただきます。 

【議  長】  ほかにございますでしょうか。 

         （「なし」の声あり） 
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【議  長】 ないようですので、本日の定例総会は終了とさせていただきます。長時

間、ありがとうございました。 

（終了 午後３時００分） 


